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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ほぼ等間隔に形成された映像表示領域を備える映像表示手段が表示する複数映像のうち
、少なくとも第１映像を表示する第１領域と第２映像を表示する第２領域とをペアとする
表示対に対応するように複数のスリットが並列され、前記第１映像を第１の方向へ導くと
共に前記第２映像を第２の方向へ導く光学フィルタであって、
　前記複数のスリットは、水平方向にほぼ等間隔に並列し、水平方向において隣接するス
リット間のスリットピッチが、前記スリット間の上部と下部とで異なるように配列される
ことを特徴とする光学フィルタ。
【請求項２】
　前記スリット列において、各スリット間のスリットピッチの平均値が予め設定したスリ
ットピッチに等しくなるように、スリットを配列したことを特徴とする請求項１記載の光
学フィルタ。
【請求項３】
　ほぼ等間隔に形成された映像表示領域を備え、該映像表示領域が少なくとも第１映像を
表示する第１領域と第２映像を表示する第２領域を備えた複数映像表示手段と、
　請求項１または２に記載の光学フィルタとを備え、
　前記光学フィルタは、前記第１映像を第１の観察位置に導き、前記第２映像を第２の観
察位置に導くことを特徴とする複数映像表示装置。
【請求項４】
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　ほぼ等間隔に形成された映像表示領域を備え、該映像表示領域が少なくとも第１の視点
の映像を表示する第１領域と第２の視点の映像を表示する第２領域を備えた立体映像表示
手段と、
　請求項１または２に記載の光学フィルタとを備え、
　前記光学フィルタは、前記第１の視点の映像を第１の視点位置に導き、前記第２の視点
の映像を第２の視点位置に導くことを特徴とする立体映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明基板に遮光領域を形成したパララックスバリアのような光学フィルタ及
びこれを用いた立体映像表示装置及び複数映像表示装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から直視型眼鏡無し立体表示装置や２人以上の視聴者に同時に異なる映像を提供す
るいわゆる複数映像表示装置では、例えば、透明ガラスや透明樹脂からなる透明基板に遮
光領域（以下、バリアと記載する。）を形成した、パララックスバリアのような光学フィ
ルタが用いられている。
【０００３】
　図１０は、パララックスバリアの一例を示している。
【０００４】
　パララックスバリア１００は、図１０に示す如く、光を透過させないバリア１０２が形
成されたガラス基板１０１上に、光を透過することができる開口部（スリット）１０３を
形成することにより構成される。
【０００５】
　図１１（ａ）は、パララックスバリア１００を用いた２視点の直視型眼鏡無し立体映像
表示装置の原理を簡単に示した図である。
【０００６】
　液晶表示装置１０４上には、左目用画像Ｌと右目用画像Ｒが交互に表示されている。左
目用画像Ｌと右目用画像Ｒとの間には左目用画像Ｌと右目用画像Ｒとの隔壁を構成するブ
ラックマトリクスが置かれている。左目用画像Ｌと右目用画像Ｒは、その間隔が製造上の
ばらつき等はあるものの、ほぼ正確に所定の間隔（以下、画素ピッチと記載する。図１１
（a）では、画素ピッチをＰとしている。）となるように配列されている。
【０００７】
　図１１（a）では、液晶表示装置１０４上の左目用画像Ｌと右目用画像Ｒがペアとなっ
てパララックスバリア１００の開口部１０３を通過し、左目用画像Ｌは視聴者Ａの左目へ
、右目用画像Ｒは右目へと導かれる。これにより、視聴者Ａは両目視差を利用した立体映
像を観察することができる。
【０００８】
　尚、図１１（ａ）は、立体映像表示装置を紙面上方から観察した場合の図を示している
。従って開口部（スリット）１０３、液晶表示装置１０４に表示される左目用画像Ｌおよ
び右目用画像Ｒは紙面の上下方向にストライプ状に形成されている。
【０００９】
　また、図１１（ａ）は２視点の立体映像表示装置を示しているが、３視点以上の立体映
像表示装置とすることも可能である。
【００１０】
　図１１（b）は、パララックスバリア１００を用いた複数映像表示装置の原理を簡単に
示した図である。
【００１１】
　液晶表示装置１０５上には、視聴者Ｂ用画像Ｖ１と視聴者Ｃ用画像Ｖ２が交互に表示さ
れている。視聴者Ｂ用画像Ｖ１と視聴者Ｃ用画像Ｖ２との間には視聴者Ｂ用画像Ｖ１と視
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聴者Ｃ用画像Ｖ２との隔壁を構成するブラックマトリクスが置かれている。視聴者Ｂ用画
像Ｖ１と視聴者Ｃ用画像Ｖ２とは、その間隔が製造上のばらつき等はあるものの、ほぼ正
確に画素ピッチＰとなるように配列されている。
【００１２】
　図１１（ｂ）では、液晶表示装置１０５上の視聴者Ｂ用画像Ｖ１と視聴者Ｂ用画像Ｖ２
がペアとなってパララックスバリア１００の開口部１０３を通過し、視聴者Ｂ用画像Ｖ１
は視聴者Ｂへ、視聴者Ｃ用画像Ｖ２は視聴者Ｃへと導かれる。これにより、視聴者Ａおよ
びＢはそれぞれ異なる映像を観察することができる。
【００１３】
　尚、図１１（ｂ）は、複数映像表示装置を紙面上方から観察した場合の図を示している
。従って開口部（スリット）１０３、液晶表示装置１０５に表示される視聴者Ｂ用画像Ｖ
１および視聴者Ｃ用画像Ｖ２は紙面の上下方向にストライプ状に形成されている。
【００１４】
　また、図１１（ｂ）は２つの映像を表示する複数映像表示装置を示しているが、３つ以
上の映像を表示する複数映像表示装置とすることも可能である。
【００１５】
　ここで、パララックスバリア１００において、各スリットは、隣接するスリットの中心
線間の距離、即ち開口部ピッチ（以下、スリットピッチと記載する。）が、図１１（ａ）
では視聴者Ａが立体映像を違和感なく観察できるための条件を、図１１（ｂ）では視聴者
Ａおよび視聴者Ｂが異なる映像を違和感なく観察できるための条件を、満たすように形成
される必要がある。
【００１６】
　具体的には、例えば、図１１（ａ）において、視聴者Ａの眼間距離をＥ、液晶表示装置
１０４の画素ピッチをＰ、パララックスバリアのスリットピッチをＳとすると、理想のス
リットピッチは次式（数１）により算出することができる。
（数１）
　Ｓ＝２×Ｐ×Ｅ／（Ｐ＋Ｅ）
　ここで、ヒトの眼間距離は一般に６５ｍｍが理想とされている。液晶表示装置１０４の
画素ピッチを例えば、Ｐ＝０．１１ｍｍとすると、理想スリットピッチは数１により、Ｓ
＝約０．２１９６２８ｍｍとなる。
【００１７】
　従って、視聴者が違和感なく立体画像を視ることができるためには、全てのスリットピ
ッチがＳ＝０．２１９６２８ｍｍとなるようにスリットが配列されたパララックスバリア
を形成する必要がある。
【００１８】
　また、図１１（ｂ）においても、視聴者ＡおよびＢが異なる映像を違和感なく視ること
ができるための条件を満たすスリットピッチとなるようにスリットが配列されたパララッ
クスバリアを形成する必要がある。
【００１９】
　しかしながら、現状ではこのようなスリットピッチの精細な条件を厳格に満たすように
スリットが配列されたパララックスバリアを形成するのは非常に困難である。
【００２０】
　かかる事情を鑑みて、スリットピッチにばらつきがあるとしても、視聴者が違和感なく
立体映像を観察できるためのパララックスバリアが下記特許文献１に開示されている。
【００２１】
　尚、下記特許文献１では、スリットピッチではなくバリアピッチ（バリア間の距離）に
ついて記載されているが、バリアピッチとスリットピッチは等しいため、スリットピッチ
についても同様のことが当てはまる。
【００２２】
　下記特許文献１では、複数の異なるバリアピッチ（バリア間の距離）が混在するように
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バリアを配列するとともに、そのバリアピッチの平均値が理想のバリアピッチとなるよう
にバリアを配列したパララックスバリアが記載されている。
【００２３】
　かかる方法によると、パララックスバリアは、複数の異なるバリアピッチが混在して形
成されているとしても、バリアピッチの平均を理想的なバリアピッチとすることにより、
視聴者が違和感なく立体映像を観察することができる。
【００２４】
　しかしながら、異なるスリットピッチを混合してスリットを配列したパララックスバリ
アでは、各スリットと理想のスリットピッチで配列されたスリット（以下、理想スリット
と記載する。）とのずれがムラとして観察されてしまう場合があるという問題がある。
【００２５】
　かかる問題について以下に具体的に説明する。
【００２６】
　図１２（ａ）は理想スリットを有するパララックスバリア１００を示している。図１２
（ａ）では、説明の便宜のため、理想スリットピッチを０．０９９６２５ｍｍとし、スリ
ットの数を９本としている。
【００２７】
　図１２（ｂ）は異なる２つのスリットピッチで配列されたスリットを有するパララック
スバリア１１０を示している。図１２（ｂ）では、一方のスリットピッチが０．１００ｍ
ｍ、他方のスリットピッチが０．０９９ｍｍで、スリットが９本のパララックスバリアで
ある。このとき、（０．１００ｍｍ×５＋０．０９９ｍｍ×３）／８＝０．０９９６２５
ｍｍとなり、平均値が理想スリットピッチとなっている。上述したように図１２（ｂ）の
パララックスバリアを図１１（ａ）の立体映像表示装置に利用すると、視聴者は違和感な
く立体映像を観察することができ、図１１（ｂ）の複数映像表示装置に利用すると視聴者
ＡおよびＢはそれぞれ異なる映像を違和感なく観察することができる。
【００２８】
　スリットの数がさらに多いパララックスバリアを形成する場合は、例えば、上記平均ス
リットピッチが理想スリットピッチとなるように配列された９本のスリットの組み合わせ
を１つの単位（サイクル）として、かかる単位ごとにスリットを増加してパララックスバ
リアを形成する。このようなパララックスバリア（サイクルピッチ型パララックスバリア
）では、スリットピッチの平均値は理想のスリットピッチとなっている。
【００２９】
　図１２（ｃ）は、パララックスバリア１００とパララックスバリア１１０を重ねた図を
示している。図１２（ｃ）に示すハッチング領域は、理想スリットを有するパララックス
バリア１００におけるスリットと異なるスリットピッチが混在するパララックスバリア１
１０におけるスリットとのずれ領域を示している。
【００３０】
　図１２（ｃ）では、このずれが左右一方にだけ生じ、このずれ領域がヒトの目に認識さ
れる程度の大きさである場合に上述した問題が発生する。
【００３１】
　即ち、パララックスバリア１１０を例えば、立体映像表示装置あるいは複数映像表示装
置に用いた場合、各スリットから出射される映像の色相や彩度や輝度に差が生じ、かかる
差を視聴者がムラとして認識してしまう場合があるという問題が発生する。
【特許文献１】特開平０８－３６１４５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　本願発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、複数の異なるスリットピッチが混
在するようにスリットが配列されていても、視聴者がムラを感じずに立体映像表示装置お
ける立体映像あるいは複数映像表示装置におけるその視聴者用の映像を観察することがで
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きる光学フィルタならびにこれを用いた立体映像表示装置および複数映像表示装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　本願第１の発明は、複数の開口部を並列してなる光学フィルタである。
【００３４】
　各開口部は、ほぼ等間隔に形成された映像表示領域を備える映像表示装置が表示する複
数映像のうち、少なくとも第１映像を表示する第１領域と第２映像を表示する第２領域と
をペアとする表示対に対応するように並列されている。例えば、立体映像を表示する映像
表示装置では、左目用画像を表示する表示領域と右目用画像を表示する表示領域がほぼ等
間隔で形成されている。そして、複数の開口部は、水平方向に、ほぼ等間隔に並列し、水
平方向において隣接する前記開口部の開口部ピッチが上部と下部とで異なるように配列さ
れる。ここで、開口部ピッチとは、隣接する開口部間の距離や間隔のことである。
【００３５】
　本願第２の発明に係る光学フィルタは、前記開口部列において、各開口部の開口部ピッ
チの平均値が予め設定した開口部ピッチに等しくなるように、開口部を並列したことを特
徴とする。
【００３６】
　即ち、水平方向に開口部が並列してなる開口部列では、各開口部の開口部ピッチには、
異なる開口部ピッチや同じ開口部ピッチが混在しているものの、その平均値は、予め設定
した開口部ピッチと等しくなっている。
【００３７】
　本願第３の発明は、複数の開口部を並列してなる光学フィルタである。
【００３８】
　各開口部は、ほぼ等間隔に形成された映像表示領域を備える映像表示装置が表示する複
数映像のうち、少なくとも第１映像を表示する第１領域と第２映像を表示する第２領域と
をペアとする表示対に対応するように並列されている。そして、該複数の開口部は、水平
方向に、ほぼ等間隔に並列した所定数の開口部からなる開口部サイクルを繰り返し並列す
ることにより開口部列をなしている。即ち、所定数の開口部を並列して開口部サイクルを
なし、これを一単位として水平方向に繰り返すことにより、開口部列をなしている。該開
口部サイクルでは、少なくとも異なる上下の２位置において、開口部ピッチのパターンが
異なることを特徴とする。
【００３９】
　本願第４の発明に係る光学フィルタは、前記開口部サイクルにおいて、各開口部の開口
部ピッチの平均値が予め設定した開口部ピッチに等しくなるように、開口部を並列したこ
とを特徴とする。
【００４０】
　本願第５の発明に係る複数映像表示装置は、ほぼ等間隔に形成された映像表示領域を備
え、該映像表示領域が少なくとも第１映像を表示する第１領域と第２映像を表示する第２
領域を備えた複数映像表示手段と、請求項１乃至４に記載の光学フィルタとを備えている
。そして該光学フィルタが、第１の映像を第１の観察位置に導き、第２の映像を第２の観
察位置に導くことを特徴とする。
【００４１】
　本願第６の発明に係る立体映像表示装置は、ほぼ等間隔に形成された映像表示領域を備
え、該映像表示領域が少なくとも第１の視点の映像を表示する第１領域と第２の視点の映
像を表示する第２領域を備えた立体映像表示手段と、請求項１乃至４に記載の光学フィル
タとを備えている。そして、該光学フィルタが、第１の視点の映像を第１の視点位置に導
き、第２の視点の映像を第２の視点位置に導くことを特徴とする。
【００４２】
　本願の第７の発明に係る光源ユニットは、少なくとも第１映像を表示する第１表示と第
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２映像を表示する第２表示とからなる表示対に対応するように光源を複数並列してなり、
前記複数の光源は、水平方向にほぼ等間隔に並列してなり、少なくとも異なる上下の２位
置において、光源の水平方向の配置位置が異なることを特徴とする。
【００４３】
　本願の第８の発明に係る映像表示装置は、ほぼ等間隔に形成された映像表示領域を備え
、該映像表示領域が少なくとも第１の視点の映像を表示する第１領域と第２の視点の映像
を表示する第２領域を備えた立体映像表示部と、少なくとも第１映像を表示する第１表示
と第２映像を表示する第２表示とからなる表示対に対応するように光源を複数並列してな
る光源ユニットを備え、前記複数の光源は、水平方向にほぼ等間隔に並列してなり、少な
くとも異なる上下の２位置において、光源の水平方向の配置位置が異なり、前記第１の映
像は第１の視点にて観察され、前記第２の映像は第２の視点にて観察されることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明によれば、複数の異なるスリットピッチが混在するようにスリットが配列されて
いても、視聴者がムラを感じずに立体映像表示装置おける立体映像あるいは複数映像表示
装置におけるその視聴者用の映像を観察することができる光学フィルタならびにこれを用
いた立体映像表示装置および複数映像表示装置を提供することができる。
【００４５】
　本発明の意義ないし効果は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
【００４６】
　ただし、以下の実施の形態は、あくまでも、本発明の一つの実施形態であって、本発明
ないし各構成要件の用語の意義は、以下の実施の形態に記載されたものに制限されるもの
ではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　以下、本発明に係る光学フィルタをパララックスバリアに実施した形態につき、図面に
沿って説明する。
【００４８】
　図１は、パララックスバリアの一構成例を示す図である。
【００４９】
　パララックスバリア１は、透明ガラスや透明樹脂からなる透明基板３上に遮光性バリア
２および光が透過するスリット４が所定間隔毎に形成されることにより構成される。
【００５０】
　パララックスバリア１は、不規則な形状のスリットＳ１～Ｓ９の９個のスリットを一単
位（以下、サイクルＡと記載する。）とし、このサイクルＡを水平方向（図１では左右方
向。）に繰り返し配列することにより形成されている。
【００５１】
　ここで、スリットＳ１～Ｓ９の各スリットを複数の微小領域に分割すると、各微小領域
スリット毎のスリットピッチには、異なる間隔の２種類のスリットピッチが混在している
。しかしながら、そのスリットＳ１～Ｓ９全体では、スリットピッチの平均値が上述の理
想スリットピッチとなるように形成されている。尚、図１のパララックスバリア１におけ
る不規則形状のスリットＳ１～Ｓ９のスリットピッチとは、隣接するスリットの重心を垂
直方向（図１では上下方向。）に通過する直線間の間隔をいう。
【００５２】
　したがって、サイクルＡの繰り返しにより構成されたパララックスバリア１は、そのす
べてのスリットのスリットピッチの平均値は理想スリットピッチと等しくなっている。
【００５３】
　また、図１のパララックスバリア１では、各スリットと対応する理想スリットとのずれ
領域の大きさがパララックスバリア１全体にできるだけ一様に分散されるように、各スリ
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ットの形状が形成されている。尚、分散の程度は、少なくとも各スリットで生じるずれ領
域の大小の差が経験的にヒトの目に認識できない程度、あるいは、ずれ領域の大小の差に
起因して発生する各スリットからの映像の差異がヒトの目に認識できない程度としている
。そのため、パララックスバリア１では、上記２種類のスリットピッチの差、即ちばらつ
きの程度は、略０．１～１０μｍ程度としている。
【００５４】
　サイクルＡをさらに複数のスリットで構成すると供に、さらに複数の異なるスリットピ
ッチで各スリットを配列することとしてもよい。
【００５５】
　この場合でも、理想スリットとのずれ領域の大小の差が経験的にヒトの目に認識できな
い程度とするために、複数の異なるスリットピッチのばらつきを、略０．１～１０μｍ程
度とする必要がある。
【００５６】
　以下、かかるパララックスバリアの設計手法について説明する。
【００５７】
　図２は、パララックスバリア１のサイクルＡを構成するスリットＳ１～Ｓ９の形状の一
設計手法を説明する図である。
【００５８】
　図２（a）は、理想スリットピッチでスリットＳｃ１～Ｓｃ９を配列した図を示してい
る。尚、図２では、スリットＳｃ１～Ｓｃ９は、垂直方向の長さ（縦）が約０．１５ｍｍ
、水平方向の長さ（横）が約０．０１～０．０５ｍｍである。
【００５９】
　また、便宜上、理想スリットピッチを０．０９９６２５ｍｍとしている。
【００６０】
　これに対して、図２（ｂ）はスリットＳｃ１～Ｓｃ９を異なる２つのスリットピッチが
混在するように配列した図を示している。図２（ｂ）では、一方のスリットピッチが０．
１００ｍｍ（以下、第１スリットピッチと記載する。）、他方のスリットピッチが０．０
９９ｍｍ（以下、第２スリットピッチと記載する。）としている。即ち、第１スリットピ
ッチが３個、第２スリットピッチが５個である。したがって、そのスリットピッチの平均
値は、（０．１００ｍｍ×５＋０．０９９ｍｍ×３）／８＝０．０９９６２５ｍｍとなり
、理想スリットピッチに等しい。
【００６１】
　図２（ｃ）は、図２（ａ）のスリットＳｃ１～Ｓｃ９を垂直方向に１５等分割して、小
スリットを形成した図を示している。上述の如くスリットＳｃ１～Ｓｃ９は縦が約０．１
５ｍｍであるから、小スリットの縦は約０．０１ｍｍである。
【００６２】
　図２（ｄ）は、図２（ｃ）における複数の小スリットを選択的に組み合わせて複数の中
スリットを形成し、中スリット毎にスリットピッチを決定してスリットＳｃ１～Ｓｃ９を
形成した図を示している。
【００６３】
　中スリットの形成およびスリットピッチの決定は次のように為される。
【００６４】
　すなわち、図２（ｂ）より、Ｓｃ１～Ｓｃ９のスリットピッチには第１スリットピッチ
が３箇所含まれている。したがって、第１スリットピッチで配列されるべき小スリットは
１５×３＝４５個である。同様にスリットＳｃ１～Ｓｃ９のスリットピッチには第２スリ
ットピッチが５箇所含まれているから、第２スリットピッチで配列されるべき小スリット
は１５×５＝７５個である。
【００６５】
　次に、第１スリットピッチで配列されるべき小スリットを８箇所のスリット間に分散し
て発生させる。分散は、例えば、各スリット間につき小スリットを６個、６個、５個、６
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個、６個、５個、６個、５個ずつ組み合わせて第１スリットピッチで配列されるべき中ス
リットを形成する。
【００６６】
　同様にして、スリットＳｃ１～Ｓｃ９の各スリット間に残りの小スリットを９個、９個
、１０個、９個、９個、１０個、９個、１０個ずつ組み合わせて第２スリットピッチで配
列されるべき中スリットを形成する。尚、小スリット一つで中スリットとする場合もある
。
【００６７】
　そうすると、例えば、図２（ｄ）に示すように、スリットＳｃ１とＳｃ２間では、６個
の小スリットからなる中スリットが第１スリットピッチで配列され、残りの９個の小スリ
ットからなる中スリットが第２スリットピッチで配列される。
【００６８】
　図２（ｄ）において、ハッチングを施した中スリットは左隣の対応する中スリットとの
間隔が第１スリットピッチとなっている。残りの中スリットについては、スリットピッチ
が第２スリットピッチである。
【００６９】
　尚、図２（ｄ）では、便宜上、スリットＳｃ１～Ｓｃ９の各スリットに小スリットおよ
び中スリットの境界線を表示しているが、実際のスリットＳｃ１～Ｓｃ９には、かかる境
界線は表されておらず、図３（a）に示すように形成される。
【００７０】
　図３（ｂ）は、スリットＳｃ１～Ｓｃ９が、上下に異なる２地点（Ｘ地点およびＹ地点
）において、各スリットのスリットピッチの配列の組み合わせ（スリットピッチパターン
）が異なっていることを示している。尚、図３（ｂ）において、第１は第１スリットピッ
チを第２は第２スリットピッチを意味する。
【００７１】
　図３（ｃ）は、図２（ｄ）に示すスリットＳｃ１～Ｓｃ９と図２（ａ）に示す理想スリ
ットピッチで配列されたスリットＳｃ１～Ｓｃ９とを重ね合わせた図である。図３に示す
ように、スリットＳｃ１とＳｃ９以外のスリットＳｃ２～Ｓｃ８については、図２（ａ）
の理想スリットＳｃ２～Ｓｃ８に対しずれが生じる。
【００７２】
　しかしながら、上記したようにスリットＳｃ１～Ｓｃ９を形成することにより、各スリ
ットのずれが左右に分散されている。そして、各スリット毎のずれ領域の面積の差が、ヒ
トの目が認識できない程度の大きさに分散されている。これにより視聴者は、各スリット
のずれ領域をムラとして認識しなくなる。
【００７３】
　以上のように形成したスリットＳｃ１～Ｓｃ９の９個のスリットを一つの単位（以下、
サイクルＡｃと記載する。）とし、このサイクルＡｃを図４に示すように、垂直方向に繰
り返し配列することにより、スリットＳ１～Ｓ９を一つの単位とするサイクルＡを形成す
ることができる。
【００７４】
　そして、かかるサイクルＡを水平方向に繰り返すことにより、図１に示すパララックス
バリア１を形成することができる。
【００７５】
　また、図５に示すように、サイクルＡｃを水平方向に繰り返し配列することによりスリ
ット列を形成し、垂直方向（図５では上下方向。）には、隣接するスリット列間で、スリ
ット１／２個分だけ水平方向にずれるようにスリット列を繰り返すことにより、パララッ
クスバリア２を形成してもよい。
【００７６】
　以上のように、パララックスバリア１およびパララックスバリア２は、理想スリットピ
ッチとは異なるスリットピッチが混在するものの、各スリットのスリットピッチの平均値
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が理想スリットピッチとほぼ等しい。そして、各スリットの理想スリットに対するずれ領
域を分散させている。かかる構成とすることにより、このようなずれに起因して映像の色
相、彩度又は輝度の差が生じたとしても、視聴者はこれをムラとして認識することはない
。
【００７７】
　上記図１に示すパララックスバリア１を用いて、図１１(ａ)や 図１１(ｂ)に示す３次
元立体映像表示装置や複数映像表示装置を構成することにより、図１１(ａ)では、視聴者
Ａがムラを感じることなく立体映像を観察することができ、図１１（b）では、視聴者Ｂ
およびＣはそれぞれ異なる映像をムラを感じずに観察することができる。
【００７８】
　尚、図５のパララックスバリア２を用いて３次元立体映像表示装置を構成する場合には
、液晶表示装置１０４上には、左眼用画像Ｌと右眼用画像Ｒが図６に示すように表示され
ることとなる。
【００７９】
　図６における左眼用画像Ｌと右眼用画像Ｒの間のハッチングで示した部分はブラックマ
トリクス領域を示している。そして左眼用画像Ｌと右眼用画像Ｒは、ほぼ正確な画素ピッ
チで配列されている。
【００８０】
　同様に、図５のパララックスバリア２を用いて複数映像表示装置を構成する場合には、
液晶表示装置１０５上に、視聴者Ｂ用画像Ｖ１と視聴者Ｃ用画像Ｖ２が図７に示すように
表示されることとなる。
【００８１】
　上記の実施形態の光学フィルタは、スリットピッチの精細な条件を厳格に満たすように
スリットが配列されたパララックスバリアを形成するのは非常に困難であるという課題に
鑑み、創作されたものであり、これにより、視聴者がムラを感じない３次元立体映像表示
装置が実現できる。
【００８２】
　また、上記の光学フィルタは、パララックスバリアで利用されるものに限らず、特開平
７－１８１４２９のような立体表示装置中の映像表示部の光源側に配置される光学フィル
タとして摘要してもよい。
【００８３】
　更にこのような光源側の光学フィルタを用いる代わりに、光学フィルタのスリットの位
置に光源を直接形成することも可能であり、この光源の配置方法の工夫により、視聴者が
ムラを感じない３次元立体映像表示装置を実現しても良い。具体的には、光源を複数の微
小領域に分割した場合、各微小領域毎のピッチには、異なる間隔の２種類のピッチが混在
した光源ユニットを用いる。図９は、このような光源ユニット２００と映像表示部３００
を用いたときの３次元立体映像表示装置の構成を示す図である。このような構成において
、光源を精密に作製できない場合であっても、視聴者がムラを感じない３次元立体映像表
示装置が実現できる。
【００８４】
　以上、本発明の実施形態について詳説したが、本発明は上記実施の形態に限らず、特許
請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の変形が可能である。
【００８５】
　例えば、本発明に係る光学フィルタを、特開平８－１９４１９０の液晶立体表示装置に
おけるカラーフィルタバリアあるいは特開平８－３３１６０５の立体表示装置に開示され
ているバリアにも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の実施形態の一つであるパララックスバリアの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態の一つであるパララックスバリアにおける一組のスリットの形
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【図３】本発明の実施形態の一つであるパララックスバリアにおける一組のスリットの形
状を説明する図である。
【図４】本発明の実施形態の一つであるパララックスバリアにおける一組のスリットから
パララックスバリアを構成する方法を説明する図である。
【図５】本発明のその他の実施形態あるパララックスバリアの構成を示す図である。
【図６】その他のパララックスバリアを用いて３次元立体映像表示装置を構成する場合の
表示装置に表示される映像の配列を示す図である。
【図７】その他のパララックスバリアを用いて複数映像表示装置を構成する場合の表示装
置に表示される映像の配列を示す図である。
【図８】本発明の実施形態の一つである、光源ユニット２００の図である。
【図９】光源ユニット２００を用いた３次元立体映像表示装置の構成を示す図である。
【図１０】従来例のパララックスバリアを示す図である。
【図１１】パララックスバリアを用いた３次元立体映像表示装置の構成を示す図である。
【図１２】パララックスバリアを用いた複数映像表示装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００８７】
１　パララックスバリア
２　バリア
３　ガラス基板
４　開口部

【図１】
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